
 

青森県 

☑

☑

☑

果実飲料の定義など 

 



【表示例】 

 



☑
☑

☑

☑

☑

ポイント①-１ 名称の表示 



☑

☑

☑
☑

☑

ポイント② 原材料名の表示 

ポイント③ アレルゲンの表示 

ポイント④ 添加物の表示 

 

 

☑

☑

ポイント①-２ 名称の表示 

 

 

 

 

 

 

ポイント⑤ 内容量の表示 



☑

☑

ポイント⑥ 消費期限又は賞味期限と保存方法の表示 

☑

☑

ポイント⑦ 表示責任者の表示 

☑

ポイント⑧ 栄養成分の表示 

 

☑

ポイント⑨ その他必要な表示 

 

☑
☑

☑
☑

ポイント⑩ 果実飲料にのみ規定されている禁止事項 



 

☑

ポイント⑪ 果汁入り飲料以外の果汁割合の表示(公正競争規約) 

品質事項（原材料名や原産地表示など） 

 

 

 

●衛生事項（アレルギー表示や賞味期限など）・保健事項（栄養成分表示など） 

 

食品表示法の相談窓口 
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青森県内の相談窓口 


